
皆さまからお寄せいただく資金（寄付）で次の活動を行います

日本赤十字社滋賀県支部から皆さまへ日本赤十字社滋賀県支部から皆さまへ

　猛威を振るう感染症、頻発する自然災害。
　いかなる状況下でも、１人でも多くの苦しんでいる人を救うため、
　皆さまのご支援をお願いします。

問�日本赤十字社 滋賀県支部
　〒520―0044　大津市京町四丁目3ー38
　☎（522）6758　5（523）4502
　https://www.jrc.or.jp/chapter/shiga/

寄付について
詳しくはこちら
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２億
1,170万8千円

●本社が行う国内・国際救援活動のために
　　　２,448万1千円

●�赤十字運動の推進と広報
活動のために

　２,566万3千円

●�支部事業の運営のために
　4,777万２千円23％

●�事務所の維持・管理のために
　883万5千円

●�災害救護活動や新型コロナウイルス
感染症への対応のために

　　　　　　　　4,736万９千円

●�青少年赤十字とボランティア
の育成のために

　２,９00万5千円

●�血液事業の推進と救急法
などの講習普及のために

　1,301万２千円

●�市町の赤十字活動のために
　1,557万1千円

※医療事業・血液事業は、それぞれ診療報酬や血液製剤の供給収益などを主な財源として活動しています。

◆令和３年度 活動資金の使いみち

健康福祉政策課からお知らせ

　ひとたび自然災害が発生したら余儀なくされる「避
難所」での生活。感染症のリスクが高まる環境下にお
いても、被災された方々の健康や心の負担を少しでも
和らげるよう支援体制の強化に努めていきます。

　日夜、新型コロナウイルス感染者に対応する医療従
事者。私たち赤十字職員も「苦しんでいる人を救いた
い」という思いのもと、患者さまの命と健康を守るた
め活動を続けていきます。

感染症対応感染症対応 災害対応災害対応
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